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広島サミット・拡大首脳会議への提言： 

インド太平洋における普遍的価値の擁護について 

 

日本が G7サミット議長国を務める本年、国連の世界人権宣言が 75周年を迎えます。 

人権は人類社会のすべての人の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利であり、普遍的価

値として共有され、国際規範に基づく自由・尊厳・法の下の平等からなる人権原則の保障がすべ

ての国家の基本的な責務として求められています。 

 

ところが近年世界では人権や自由など普遍的価値観が弱められ、アジア地域においても、基本

的人権や言論の自由が守られず、市民社会のスペースが制約される憂慮すべき事態が続いて

います。また。ロシアによるウクライナ侵攻は、最大の人権侵害行為として、世界の人権規範を

大きく揺るがしています。 

 

人権の尊重や人の尊厳は人間の安全保障を支える礎石です。総理が第 2回民主主義サミットで

述べられた通り、人権状況の改善は、一朝一夕には成し得ません。各国国民による継続的な努

力が不可欠です。いま世界が取り組むべきなのは、国際社会の一致した対応であり、政府だけ

ではなく、市民団体、メディア、企業など市民社会の役割を強化・支援することです。 

G7サミット議長国を務める日本には、人権をはじめとする普遍的価値を共有する G7諸国とパ

ートナー国の結束を促し、「法の支配に基づく国際秩序」を堅持するとともに、各国内での人権や

自由の保護と法の支配の擁護に主導的役割を果たすことが期待されています。 

このような認識に基づき、来る広島サミット・拡大首脳会議で発出される声明に、以下の原則が

反映されるよう、ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。 

●世界平和にとって死活的に重要な「法の支配に基づく国際秩序」を堅持すると同時

に、各国内で自由や法の支配など普遍的価値を擁護する 

●表現や言論の自由を保護し、メディアの自由・独立を確保する 

●自由で活力のある市民社会スペースを保護する 

●市民社会活動の自由・独立・多様性の保護にコミットする 

以上 


